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文
京
ア
カ
デ
ミ
ー

三
国
志

講
座

第
三
回

二
〇
一
六
年
二
月
二
十
四
日

講
師

加
藤
徹

(

大
辞
林

第
三
版
よ
り)

曹
操
（155
～220

）
中
国
，
三
国
時
代
魏
（
ぎ
）
の
始
祖
。
字
（
あ
ざ
な
）
は
孟
徳
。
諡
（
お
く
り
な
）

は
武
帝
。
廟
号
（
び
よ
う
ご
う
）
は
太
祖
。
黄
巾
の
乱
を
平
定
。
後
漢
の
献
帝
を
擁
し
て
華
北
を
統
一
し

た
が
、
江
南
進
出
は
劉
備
・
孫
権
の
連
合
軍
に
阻
ま
れ
た
。
詩
賦
を
よ
く
し
た
。

★
男
の
三
種
類
「
士
・
侠
・
漢
」(

士
大
夫
、
武
侠
、
好
漢)

★
武
闘
、
文
闘

★
借
屍
還
魂

★
乱
世
の
姦
雄

【
月
旦
評
】
十
八
史
略

嵩
与
沛
国
曹
操
、
合
軍
破
賊
。
操
父
嵩
、
為
宦
者
曹
騰
養
子
。
或
云
、
夏
侯
氏
子
也
。
操
少
機
警
、
有

権
数
。
任
侠
放
蕩
、
不
治
行
業
。
汝
南
許
劭
、
与
従
兄
靖
有
高
名
。
共
覈
論
郷
党
人
物
。
毎
月
輒
更
其
題

品
。
故
汝
南
俗
有
月
旦
評
。
操
往
問
劭
曰
、
我
何
如
人
。
劭
不
答
。
劫
之
。
乃
曰
、
子
治
世
之
能
臣
、
乱

世
之
姦
雄
。
操
喜
而
去
。
至
是
以
討
賊
起
。

嵩
、
沛
国
の
曹
操
と
軍
を
合
せ
て
賊
を
破
る
。
操
の
父
嵩
、
宦
者
曹
騰
の
養
子
と
為
る
。
或
い
は
云
ふ
、

す
う

は
い
こ
く

そ
う
そ
う

ぐ
ん

あ
は

ぞ
く

や
ぶ

そ
う

ち
ち
す
う

か
ん
じ
ゃ
そ
う
と
う

よ
う

し

な

あ
る

い

夏
侯
氏
の
子
な
り
と
。
操
、
少
く
し
て
機
警
、
権
数
有
り
。
任

侠

放
蕩
に
し
て
行

業

を
治
め
ず
。
汝
南

か

こ
う

し

こ

そ
う

わ
か

き

け

い

け
ん
す
う

あ

に
ん
き
ょ
う
ほ
う
と
う

こ
う
ぎ
ょ
う

を
さ

じ
ょ
な
ん

の
許

劭

、
従

兄
の
靖
と
高
名
有
り
。
共
に

郷

党
の
人
物
を
覈
論
す
。
毎
月
、

輒

ち
其
の
題
品
を

更

き
ょ
し
ょ
う

じ
ゅ
う
け
い

せ
い

こ
う
め
い

あ

と
も

き
ょ
う
と
う

じ
ん
ぶ
つ

か
く
ろ
ん

ま
い
つ
き

す
な
は

そ

だ
い
ひ
ん

あ
ら
た

む
。故
に
汝
南
の
俗
に
月
旦
の

評

有
り
。
操
、往
き
て

劭

に
問
ひ
て
曰
く
「
我
は
如
何
な
る
人
ぞ
」と
。
劭

、

ゆ
ゑ

じ
ょ
な
ん

ぞ
く

げ
っ
た
ん

ひ
ょ
う

あ

そ
う

ゆ

し
ょ
う

と

い
は

わ
れ

い

か

ひ
と

し
ょ
う

答
へ
ず
。
之
を

劫

す
。

乃

ち
曰
く
「
子
は
治
世
の
能
臣
、
乱
世
の
姦
雄
な
り
」
と
。
操
、

喜

び
て
去

こ
た

こ
れ

お
び
や
か

す
な
は

い
は

し

ち

せ
い

の
う
し
ん

ら
ん
せ
い

か
ん
ゆ
う

そ
う

よ
ろ
こ

さ

る
。
是
に
至
り
て
賊
を
討
つ
を
以
て
起
こ
る
。

こ
こ

い
た

ぞ
く

う

も
っ

お

(

以
下
、
吉
川
英
治
『
三
国
志
』
桃
園
の
巻
よ
り
引
用

青
空
文
庫
版)

曹
操
は
一
日
、
そ
の
許
子
将
を
訪
れ
た
。
座
中
、
弟
子
や
客
ら
し
い
の
が
大
勢
い
た
。
曹
操
は
名
乗
っ

て
、
彼
の
忌
憚
な
い
「
曹
操
評
」
を
聞
か
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
が
、
子
将
は
、
冷
た
い
眼
で
一
眄
し

い
ち
べ
ん

た
の
み
で
、
卑
し
ん
で
ろ
く
に
答
え
て
く
れ
な
い
。

い
や

「
ふ
ふ
ん
…
…
」

曹
操
も
、
持
前
の
皮
肉
が
つ
い
鼻
先
へ
出
て
、
こ
う
揶
揄
し
た
。

や

ゆ

「
―
―
先
生
、
池
の
魚
は
毎
度
鑑
て
お
い
で
ら
し
い
が
、
ま
だ
大
海
の
巨
鯨
は
、
こ
の
部
屋
で
鑑
た
こ

み

と
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

す
る
と
、
許
子
将
は
、
学
究
ら
し
い
薄
べ
っ
た
く
て
、
黒
ず
ん
だ
唇
か
ら
、
抜
け
た
歯
を
あ
ら
わ
し

て
、

「
豎
子
、
何
を
い
う
！

お
前
な
ん
ぞ
は
、
治
世
の
能
臣
、
乱
世
の
姦
雄
だ
」

じ

ゅ

し

と
、
初
め
て
答
え
た
。

聞
く
と
、
曹
操
は
、

「
乱
世
の
姦
雄
だ
と
。
―
―
結
構
だ
」

彼
は
、
満
足
し
て
去
っ
た
。

(

引
用
終
了)

(

注)

許
劭
の
曹
操
評
は
、
正
史
で
は
「
治
世
之
能
臣
、
乱
世
之
姦
雄
」
（
『
三
国
志
』
魏
書
・
武
帝
紀

注
）
あ
る
い
は
「
清
平
之
姦
賊
、
乱
世
之
英
雄
」（
『
後
漢
書
』
許
劭
伝
）
で
あ
っ
た
。
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頼
山
陽
「
詠
三
国
人
物
十
二
絶
句
」

七
、
孟
徳

金
刀
版
籍
得
雄
蹲

銅
雀
楼
台
日
月
昏

七
十
二
堆
春
草
碧

更
無
寸
土
到
児
孫

金
刀
の
版
籍

雄
蹲
す
る
を
得
て

き
ん
と
う

は
ん
せ
き

ゆ
う
そ
ん

え

銅

雀

楼
台

日
月

昏
し

ど
う
じ
ゃ
く

ろ
う
だ
い

じ
つ
げ
つ

く
ら

七
十
二
堆

春

草

碧
く

し
ち
じ
ゅ
う
に
た
い

し
ゅ
ん
そ
う

あ
を

更
に
寸
土
の
児
孫
に
到
る
無
し

さ
ら

す
ん

ど

じ

そ
ん

い
た

な

金
刀=

卯
金
刀
。
漢
王
朝
の
国
姓
「
劉
」
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
。

七
十
二
堆=

曹
操
は
自
分
の
墓
を
盗
掘
さ
れ
ぬ
よ
う
「
七
十
二
疑

冢

」
を
作
ら
せ
た
。

ぎ

ち
ょ
う

[

大
意]

魏
の
曹
操
は
、
劉
氏
の
国
土
を
乗
っ
取
っ
た
。
曹
操
は
自
分
の
権
勢
を
天
下
に
示
す
た
め
、
銅
雀
台

を
築
か
せ
た
。
天
空
の
太
陽
や
月
が
隠
れ
て
見
え
ぬ
ほ
ど
豪
壮
な
高
層
建
築
だ
っ
た
。
ま
た
曹
操
は
自

分
の
死
後
、
墳
墓
が
盗
掘
さ
れ
ぬ
よ
う
、
七
十
二
も
の
偽
の
墓
を
作
ら
せ
た
。

そ
れ
ほ
ど
周
到
に
悪
知
恵
を
働
か
せ
た
曹
操
だ
っ
た
が
、
曹
操
の
魏
も
、
司
馬
氏
に
乗
っ
取
ら
れ
、

あ
え
な
く
滅
亡
。
結
局
、
曹
操
は
自
分
の
子
孫
に
寸
土
も
残
せ
な
か
っ
た
。
残
せ
た
の
は
、
彼
の
七
十

二
箇
所
の
墓
に
青
青
と
生
え
る
春
の
雑
草
だ
け
で
あ
る
。

[

評]

徳
が
薄
け
れ
ば
、
結
局
、
何
も
残
せ
な
い
。

吉
川
英
治
『
三
国
志
』
臣
道
の
巻
よ
り

時
に
、
建
安
の
四
年
八
月
朔
日
、
朝
賀
の
酒
宴
は
、
禁
裡(

き
ん
り)

の
省
台
に
ひ
ら
か
れ
た
。
曹
操
も

も
ち
ろ
ん
、
参
内
し
、
雲
上
の
諸
卿
、
朝
門
の
百
官
、
さ
て
は
相
府
の
諸
大
将
な
ど
、
綺
羅
星
の
ご
と
く

賓
客(

ひ
ん
き
ゃ
く)

の
座
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
。

拝
賀
、
礼
杯
の
儀
式
も
す
す
み
、
宴
楽
の
興
、
よ
う
や
く
た
け
な
わ
と
な
っ
た
頃
、
楽
寮
の
伶
人
や
、

鼓
手
な
ど
、
一
列
と
な
っ
て
堂
の
中
央
に
す
す
み
、
舞
楽
を
演
じ
た
。

か
ね
て
、
約
束
の
あ
っ
た
禰
衡
も
、
そ
の
中
に
ま
じ
っ
て
い
た
。
彼
は
、
鼓
を
打
つ
役
に
あ
た
っ
て
、

「
漁
陽(

ぎ
ょ
よ
う)

の
三
撾(

さ
ん
た)

」
を
奏
し
て
い
た
が
、
そ
の
音
節
の
妙
と
い
い
、
撥
律
の
変
化
と

い
い
、
ま
っ
た
く
名
人
の
神
響
で
も
聞
く
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
人
々
み
な
恍
惚
と
聞
き
ほ
れ
て
い
た
。

―
―
が
、
舞
曲
の
終
り
と
と
も
に
、
わ
れ
に
返
っ
た
諸
大
将
は
、
と
た
ん
に
声
を
そ
ろ
え
て
、
禰
衡
の

無
礼
を
叱
っ
た
。

「
や
あ
、
そ
れ
に
お
る
穢(

む
さ)

き
者
。
朝
堂
の
御
賀(

ぎ
ょ
が)

に
は
、
楽
寮
の
役
人
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
舞
人
鼓
手
も
み
な
、
浄
ら
か
な
衣
服
を
着
る
の
に
、
汝
、
何
ゆ
え
に
汚
れ
た
る
衣
を
ま
と
い
、
あ
た

り
に
虱(

し
ら
み)

を
ふ
り
こ
ぼ
す
ぞ
っ
」

さ
だ
め
し
顔
を
あ
か
ら
め
て
恥
じ
る
か
と
思
い
の
ほ
か
、
禰
衡
は
し
ず
か
に
帯
を
解
き
は
じ
め
て
、

「
そ
ん
な
に
見
ぐ
る
し
い
か
」

と
、
ぶ
つ
ぶ
つ
云
い
な
が
ら
、
一
枚
脱
ぎ
、
二
枚
脱
ぎ
、
つ
い
に
、
真
ッ
裸
に
な
っ
て
赤
い
犢
鼻
褌(

ふ

ん
ど
し)

一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

場
所
が
場
所
な
の
で
、
満
堂
の
人
は
呆
気(

あ
っ
け)

に
と
ら
れ
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
興
ざ
め
顔
に
見
て

い
た
が
、
禰
衡
は
す
ま
し
た
も
の
で
、
赤
裸
の
ま
ま
、
ふ
た
た
び
鼓
を
取
っ
て
三
通(

つ
う)

ま
で
打
ち
囃
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し
た
。

(

中
略)

曹
操
は
遂
に
、
激
し
て
云
っ
た
。

「
こ
れ
、
腐
れ
学
者
。
―
―
汝
は
口
を
あ
け
ば
常
に
自
分
の
み
を
清
白
の
よ
う
に
い
い
、
人
を
見
れ
ば
か

な
ら
ず
、
汚
濁
の
よ
う
に
誹(

そ
し)

る
が
、
ど
こ
に
そ
ん
な
濁
っ
た
者
が
い
る
か
」

禰
衡(

ね
い
こ
う)
も
、
負
け
ず
に
い
う
。

「
臭
い
も
の
身
知
ら
ず
で
あ
る
。
―
―
丞
相
に
は
、
自
分
の
汚
濁
が
お
分
り
に
な
ら
な
い
と
み
え
る
」

「
な
に
。
予
を
濁
れ
る
も
の
と
い
う
か
」

「
然
り
。
―
―
あ
な
た
は
賢
そ
う
に
構
え
て
い
る
が
、
そ
の
眼
は
ひ
と
の
賢
愚
を
す
ら
識
別(

み
わ
け)

が

つ
か
な
い
。
眼
の
濁
っ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
」

「
…
…
申
し
た
な
。
お
の
れ
」

「
ま
た
、
詩
書
を
読
ん
で
心
を
浄
化
す
る
こ
と
も
知
ら
な
い
。
語
は
心
を
吐
く
と
い
う
。
あ
な
た
の
口
の

濁
っ
て
い
る
の
は
、
高
潔
な
修
養
を
し
て
い
な
い
証
拠
だ
」

「
…
…
う
ウ
む
」

「
ひ
と
の
忠
言
を
聞
か
な
い
、
こ
れ
を
耳
の
濁
り
と
い
う
。
古
今
に
通
ぜ
ぬ
く
せ
に
、
我
意
ば
か
り
猛
々

た
け
だ
け
し
い
。
こ
れ
を
情
操
の
濁
り
と
申
す
。
日
々
坐
臥(
ざ
が)

の
行
状
は
、
一
と
し
て
潔(

き
よ)

ら

か
な
る
な
く
、
一
と
し
て
放
恣(

ほ
う
し)

な
ら
ざ
る
は
な
い
。
こ
れ
肉
体
の
濁
り
で
あ
る
」

「
…
…
…
…
」

「
さ
ら
に
、
そ
の
諸
濁
の
心
は
、
誰
ひ
と
り
頭
の
抑
え
手
も
な
い
ま
ま
に
、
い
つ
と
な
く
思
い
あ
が
っ
て
、

遂
に
は
、
反
逆
の
心
芽
を
育
て
、
行
く
行
く
は
、
身
み
ず
か
ら
の
荊
棘(

け
い
き
ょ
く)

を
作
る
に
い
た
る
。

―
―
愚
か
し
き
か
な
。
笑
う
べ
き
哉
」

「
…
…
…
…
」

(

中
略)

手
を
た
た
い
て
慢
罵
嘲
笑
す
る
彼
の
容
子
は
、
そ
れ
こ
そ
、
偉
大
な
狂
人
か
、
生
命
知
ら
ず
の
馬
鹿
者

か
、
そ
れ
と
も
、
天
が
人
を
し
て
い
わ
し
め
る
た
め
、
こ
こ
へ
降
し
た
大
賢
か
―
―
と
に
か
く
推
し
は
か

れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

曹
操
の
面
は
、
蒼
白
に
な
っ
て
い
る
。
否
、
殿
上
は
ま
っ
た
く
禰
衡
一
人
の
た
め
に
気
を
の
ま
れ
て
し

ま
っ
た
か
た
ち
で
、
こ
の
結
果
が
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
か
と
、
人
ご
と
な
が
ら
文
武
の
百
官
は
唾
を
の

み
歯
の
根
を
噛
ん
で
、
悽
愴(

せ
い
そ
う)

な
沈
黙
を
ま
も
り
あ
っ
て
い
た
。

孔
融(

こ
う
ゆ
う)

は
心
の
う
ち
で
、
今
に
も
曹
操
が
、
禰
衡
を
殺
害
し
て
し
ま
い
は
せ
ぬ
か
と
―
―
眼

を
ふ
さ
い
で
、
は
ら
は
ら
し
て
い
た
。

そ
の
耳
に
は
、
や
が
て
満
座
の
諸
大
将
が
、
剣
を
た
た
き
、
眦(

ま
な
じ
り)

を
あ
げ
て
、

「
舌
長
な
く
さ
れ
学
者
め
。
い
わ
し
て
お
け
ば
野
放
図
も
な
い
悪
口
雑
言
。
四
肢
十
指
を
ば
ら
ば
ら
に
斬

り
さ
い
な
ん
で
目
に
も
の
を
み
せ
て
く
れ
る
」

騒
然
、
立
ち
あ
が
る
気
配
が
聞
え
た
。
―
―
孔
融
は
ハ
ッ
と
眼
を
み
ひ
ら
い
た
が
、
と
た
ん
に
満
身
の

毛
穴
か
ら
汗
が
な
が
れ
た
。

曹
操
も
立
ち
あ
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
―
―
が
、
曹
操
は
、
剣
を
つ
か
ん
で
雪
崩(

な
だ
れ)

行
こ

う
と
す
る
諸
大
将
の
ま
え
に
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
、
こ
う
叫
ん
で
い
た
。

「
な
ら
ん
、
誰
が
禰
衡(

ね
い
こ
う)

を
殺
せ
と
命
じ
た
か
。
―
―
予
を
偉
大
な
匹
夫
と
い
っ
た
の
は
、
当

ら
ず
と
い
え
ど
も
遠
か
ら
ず
で
、
そ
う
怒
り
立
つ
値
打
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
腐
儒(

ふ
じ
ゅ)

な
ど
は
、
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鼠
の
ご
と
き
も
の
で
、
太
陽
、
大
地
、
大
勢
を
知
ら
ず
、
町
に
い
て
は
屋
根
裏
や
床
下
で
ひ
と
り
小
理
窟

を
こ
ね
、
誤
っ
て
殿
上
に
舞
い
こ
ん
で
も
、
奇
矯
な
動
作
し
か
知
ら
な
い
日
陰
の
小
動
物
だ
。
斬
り
殺
し

た
と
こ
ろ
で
な
ん
の
益
に
も
な
ら
ん
。
そ
れ
よ
り
は
予
が
、
彼
に
命
じ
る
こ
と
が
あ
る
」

一
同
を
制
し
た
後
、
曹
操
は
、
あ
ら
た
め
て
禰
衡
を
舞
台
か
ら
呼
び
よ
せ
、
衣
服
を
与
え
て
、

「
荊
州
の
劉
表(
り
ゅ
う
ひ
ょ
う)

と
交
わ
り
が
あ
る
か
」
と
、
た
ず
ね
た
。

(

引
用
終
わ
り)

【
赤
壁
の
戦
い
・
一
】
十
八
史
略

曹
操
撃
劉
表
。
表
卒
。
子
琮
挙
荊
州
降
操
。
劉
備
奔
江
陵
。
操
追
之
。
備
走
夏
口
。
操
進
軍
江
陵
、
遂

東
下
。
亮
謂
備
曰
、
請
求
救
於
孫
将
軍
。
亮
見
権
説
之
。
権
大
悦
。

曹
操
、
劉
表
を
撃
つ
。
表
卒
す
。
子
の
琮(
そ
う)

、
荊
州
を
挙
げ
て
操
に
降
る
。
劉
備
、
江
陵
に
奔(

は

し)

る
。
操
、
之
を
追
ふ
。
備
、
夏
口
に
走
る
。
操
、
軍
を
江
陵
に
進
め
、
遂
に
東
に
下
る
。
亮
、
備
に

謂
ひ
て
曰
く
「
請
ふ
、
救
ひ
を
孫
将
軍
に
求
め
ん
」
と
。
亮
、
権
に
見(

ま
み)

え
て
之
に
説
く
。
権
、
大

い
に
悦
ぶ
。

「
趙
雲
が
膝
で
あ
ど
な
く
伸
び
を
す
る
」
柳
多
留
４
３
篇

「
戦
い
の
ひ
ま
に
趙
雲
子
守
り
唄
」
１
４
５
篇

【
赤
壁
の
戦
い
・
二
】
十
八
史
略

操
遣
権
書
曰
、
今
治
水
軍
八
十
万
衆
、
与
将
軍
会
猟
於
呉
。
権
以
示
群
下
。
莫
不
失
色
。
張
昭
請
迎
之
。

魯
粛
以
為
不
可
、
勧
権
召
周
瑜
。
瑜
至
。
曰
、
請
得
数
万
精
兵
、
進
往
夏
口
、
保
為
将
軍
破
之
。
権
抜
刀

斫
前
奏
案
曰
、
諸
将
吏
敢
言
迎
操
者
、
与
此
案
同
。
遂
以
瑜
督
参
万
人
、
与
備
并
力
逆
操
、
進
遇
於
赤
壁
。

操
、
権
に
書
を
遣(

お
く)

り
て
曰
く
「
今
、
水
軍
八
十
万
衆
を
治
め
、
将
軍
と
呉
に
会
猟
せ
ん
」
と
。

権
、
以
て
群
下
に
示
す
。
色
を
失
は
ざ
る
も
の
莫(

な)

し
。
張
昭
、
之
を
迎
へ
ん
と
請
ふ
。
魯
粛
、
以
て

不
可
と
為
し
、
権
に
勧
め
て
周
瑜
を
召
さ
し
む
。
瑜
至
る
。
曰
く
「
請
ふ
、
数
万
の
精
兵
を
得
て
、
進
み

て
夏
口
に
往
き
、
保(

ほ)

し
て
将
軍
の
為
に
之
を
破
ら
ん
」
と
。
権
、
刀
を
抜
き
て
前
の
奏
案
を
斫(

き)

り
て
曰
く
「
諸
将
吏
、
敢
て
操
を
迎
へ
ん
と
言
ふ
者
は
、
此
の
案
と
同
じ
か
ら
ん
」
と
。
遂
に
瑜
を
以
て

参
万
人
を
督
せ
し
め
、
備
と
力
を
併
せ
て
操
を
逆(

む
か)

へ
、
進
み
て
赤
壁
に
遇
ふ
。

(

吉
川
英
治
『
三
国
志
』
赤
壁
の
巻
よ
り
引
用)

「
予
や
、
こ
の
一
剣
を
も
っ
て
、
若
年
、
黄
巾
の
賊
を
や
ぶ
り
、
呂
布
を
こ
ろ
し
、
袁
術
を
亡
ぼ
し
、
さ

ら
に
袁
紹
を
平
げ
て
、
深
く
朔
北(

さ
く
ほ
く)

に
軍
馬
を
す
す
め
、
ひ
る
が
え
っ
て
遼
東
を
定
む
。
い
ま

天
下
に
縦
横
し
、
こ
こ
江
南
に
臨
ん
で
強
大
の
呉
を
一
挙
に
粉
砕
せ
ん
と
し
、
感
慨
尽
き
な
い
も
の
が
あ

る
。
あ
あ
大
丈
夫
の
志
、
満
腔(

ま
ん
こ
う)

、
歓
喜
の
涙
に
濡
る
。
こ
よ
い
こ
の
絶
景
に
対
し
て
回
顧
の

情
、
望
呉(

ぼ
う
ご)

の
感
、
抑
え
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
い
ま
予
自
ら
一
詩
を
賦
さ
ん
。
汝
ら
み
な
、
こ

れ
に
和
せ
よ
」

彼
は
、
即
興
の
賦
を
、
吟
じ
出
し
た
。
諸
将
も
そ
れ
に
和
し
て
歌
っ
た
。

そ
の
詩
の
う
ち
に
、
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月
は
明
ら
か
に
星
稀(

ま
れ)

な
り

烏
鵲(

う
じ
ゃ
く)

南
へ
飛
ぶ

樹(
じ
ゅ)

を
遶(

め
ぐ)

る
こ
と
三
匝(

そ
う)

枝
の
依
る
べ
き
な
し

と
い
う
詞
が
あ
っ
た
。

歌
い
終
っ
た
後
、
揚
州
の
刺
史
劉
馥(

り
ゅ
う
ふ
く)

が
、
そ
の
詩
句
を
不
吉
だ
と
い
っ
た
。
曹
操
は
興

を
さ
ま
さ
れ
て
赫
怒(
か
く
ど)

し
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
剣
を
抜
い
て
劉
馥
を
手
討
ち
に
し
て
し
ま
っ
た
。
酔

い
が
さ
め
て
か
ら
そ
れ
と
知
っ
た
彼
は
い
た
く
沈
痛
な
顔
を
し
た
が
、
そ
の
後
悔
も
及
ば
ず
、
子
の
劉
煕

(

り
ゅ
う
き)

に
死
骸
を
与
え
て
厚
く
故
郷
へ
葬
ら
せ
た
。(

引
用
終
わ
り)

曹
操
の
漢
詩
「
短
歌
行
」

對
酒
當
歌
、
人
生
幾
何
。
譬
如
朝
露
、
去
日
苦
多
。
慨
當
以
慷
、
憂
思
難
忘
。
何
以
解
憂
、
唯
有
杜
康
。

青
青
子
衿
、
悠
悠
我
心
。
但
爲
君
故
、
沈
吟
至
今
。
呦
呦
鹿
鳴
、
食
野
之
苹
。
我
有
嘉
賓
、
鼓
瑟
吹
笙
。

明
明
如
月
、
何
時
可
輟
。
憂
從
中
來
、
不
可
斷
絶
。
越
陌
度
阡
、
枉
用
相
存
。
契
闊
談
讌
、
心
念
舊
恩
。

月
明
星
稀
、
烏
鵲
南
飛
。
繞
樹
三
匝
、
無
枝
可
依
。
山
不
厭
高
、
水
不
厭
深
。
周
公
吐
哺
、
天
下
歸
心
。

酒
に
対
し
て
は
当
に
歌
ふ
べ
し
。
人
生
幾
何
ぞ
。
譬
（
た
と
）
へ
ば
朝
露
の
如
く
、
去
日
（
き
ょ
じ
つ
）

苦
（
は
な
は
）
だ
多
し
。
慨
（
な
げ
）
き
て
当
に
慷
（
い
た
）
む
べ
し
。
憂
思
忘
れ
難
く
、
何
を
以
て
か

憂
ひ
を
解
か
ん
。
唯
（
た
）
だ
杜
康
（
と
こ
う
）
有
る
の
み
。
青
青
た
る
子(
し)

が
衿(

え
り)

、
悠
悠
た

る
我
が
心
、
但
だ
君
が
故
の
為
に
、
沈
吟
し
て
今
に
至
る
。
呦
呦
（
ゆ
う
ゆ
う
）
と
し
て
鹿
は
鳴
き
、
野

の
苹
（
よ
も
ぎ
）
を
食
ふ
。
我
に
嘉
賓
有
り
。
瑟
（
し
つ
）
を
鼓
し
笙
を
吹
く
。
明
明
と
月
の
如
く
、
何

の
時
か
掇
（
と
）
る
べ
き
。
憂
ひ
は
中
よ
り
来
た
り
て
、
断
絶
す
べ
か
ら
ず
。
陌
を
越
え
て
阡
を
度
（
は

か
）
り
、
枉
（
ま
）
げ
て
用
い
て
相
存
す
。
契
濶
し
て
談
讌
し
、
心
に
旧
恩
を
念
（
お
も
）
ふ
。
月
明
ら

か
に
星
は
稀
に
し
て
、
烏
鵲
（
う
じ
ゃ
く
）
は
南
に
飛
ぶ
。
樹
を
繞
（
め
ぐ
）
る
こ
と
三
匝
（
そ
う
）
、

枝
の
依
る
べ
き
無
し
。
山
は
高
き
を
厭
（
い
と
）
は
ず
。
水
は
深
き
を
厭
は
ず
。
周
公
は
哺(

ほ)
を
吐
き

て
、
天
下
は
心
を
帰
す
。

【
赤
壁
の
戦
い
・
三
】
十
八
史
略

瑜
部
将
黄
蓋
曰
、
操
軍
方
連
船
艦
、
首
尾
相
接
、
可
焼
而
走
也
。
乃
取
蒙
衝
・
闘
艦
十
艘
、
載
燥
荻
枯

柴
、
灌
油
其
中
、
裹
帷
幔
、
上
建
旌
旗
、
予
備
走
舸
、
繋
於
其
尾
。
先
以
書
遣
操
、
詐
欲
降
。
時
東
南
風

急
。
蓋
以
十
艘
最
著
前
、
中
江
挙
帆
、
余
船
以
次
倶
進
。
操
軍
皆
指
言
、
蓋
降
。
去
二
里
余
、
同
時
発
火
。

火
烈
風
猛
、
船
往
如
箭
。
焼
尽
北
船
、
烟
焰
漲
天
。
人
馬
溺
焼
、
死
者
甚
衆
。
瑜
等
率
軽
鋭
、
靁
鼔
大
進
。

北
軍
大
壊
、
操
走
還
。
後
屢
加
兵
於
権
、
不
得
志
。
操
歎
息
曰
、
生
子
当
如
孫
仲
謀
。
向
者
劉
景
昇
児
子
、

豚
犬
耳
。

瑜
の
部
将
・
黄
蓋
、
曰
く
「
操
軍
、
方(

ま
さ)

に
船
艦
を
連
ね
、
首
尾
相
接
す
。
焼
き
て
走
ら
す
べ
し
」

と
。
乃
ち
蒙
衝(

も
う
し
ょ
う)

闘
艦
十
艘
を
取
り
、
燥
荻
枯
柴(

そ
う
て
き
こ
さ
い)

を
載
せ
、
油
を
其
の

中
に
潅(

そ
そ)

ぎ
、
帷
幔(

い
ま
ん)

に
裹(

つ
つ)

み
、
上
に
旌
旗(

せ
い
き)

を
建
て
、
予
め
走
舸(

そ
う

か)

を
備
へ
、
其
の
尾
に
繋
ぐ
。
先
づ
書
を
以
て
操
に
遣
り
、
詐(

い
つ
は)

り
て
降
ら
ん
と
欲
す
と
為
す
。

時
に
東
南
の
風
、
急
な
り
。
蓋
、
十
艘
を
以
て
最
も
前
に
著(

つ)

け
、
中
江
に
帆
を
挙
げ
、
余
船
、
次(

じ)
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を
以
て
倶(

と
も)

に
進
む
。
操
の
軍
、
皆
、
指
さ
し
て
言
ふ
「
蓋
、
降
る
」
と
。
去
る
こ
と
二
里
余
、
同

時
に
火
を
発
す
。
火
、
烈
し
く
、
風
、
猛
く
、
船
の
往
く
こ
と
箭(

や)

の
如
し
。
北
船
を
焼
き
尽
く
し
、

烟
焰(
え
ん
え
ん)

天
に
漲
る
。
人
馬
、
溺
焼
し
、
死
す
る
者
、
甚
だ
衆(

お
ほ)

し
。
瑜
ら
、
軽
鋭(

け
い

え
い)

を
率
ゐ
て
靁
鼔(

ら
い
こ)

し
て
大
い
に
進
む
。
北
軍
、
大
い
に
壊(

や
ぶ)

る
。
操
、
走
り
還
る
。

後
、
屢
〻
兵
を
権
に
加
ふ
れ
ど
も
、
志
を
得
ず
。
操
、
嘆
息
し
て
曰
く
「
子
を
生
ま
ば
当(

ま
さ)

に
孫
仲

謀(

そ
ん
ち
ゅ
う
ぼ
う)
の
如
く
な
る
べ
し
。
向
者(

さ
き)

の
劉
景
昇
の
児
子
は
豚
犬
の
み
」
と
。

「
暖
か
な
風
に
曹
操
気
が
付
か
ず
」
柳
多
留
３
９
篇

【
後
漢
の
滅
亡
】
十
八
史
略

初
曹
操
自
兗
州
牧
、
入
為
丞
相
。
領
冀
州
牧
。
封
魏
公
。
作
銅
雀
臺
於
鄴
。
已
而
進
爵
為
王
。
用
天
子

車
服
。
出
入
警
蹕
。
以
子
丕
為
王
太
子
。
操
卒
。
丕
立
。
自
為
丞
相
・
冀
州
牧
。
魏
群
臣
言
、
魏
当
代
漢
。

丕
遂
迫
帝
禅
位
、
以
帝
為
山
陽
公
。
帝
在
位
改
元
者
参
、
曰
初
平
・
興
平
・
建
安
。
元
年
至
二
十
五
年
、

則
皆
曹
操
為
政
時
也
。
共
参
十
一
年
。
禅
位
又
十
四
年
而
卒
。
漢
自
高
祖
元
年
為
王
、
五
年
為
帝
、
至
是

二
十
四
世
、
四
百
二
十
六
年
。

初
め
曹
操
、
兗
州(

え
ん
し
ゅ
う)

の
牧
よ
り
、
入
り
て
丞
相
と
為
る
。
冀
州(

き
し
ゅ
う)

の
牧
を
領
す
。

魏
公
に
封
ぜ
ら
る
。
銅
雀
台
を
鄴(

ぎ
ょ
う)

に
作
る
。
已
に
し
て
爵
を
進
め
て
王
と
為
り
、
天
子
の
車
服

を
用
ひ
、
出
入(

し
ゅ
つ
に
ゅ
う)

に
警
蹕(

け
い
ひ
つ)

す
。
子
・
丕(

ひ)
を
以
て
王
太
子
と
為
す
。
操
、

卒
す
。
丕
、
立
つ
。
自
ら
丞
相
・
冀
州
の
牧
と
為
る
。
魏
の
群
臣
、
魏
は
当(
ま
さ)

に
漢
に
代
る
べ
し
と

言
ふ
。
丕
、
遂
に
帝
に
迫
り
位
を
禅(

ゆ
ず)

ら
し
め
、
帝
を
以
て
山
陽
公
と
為
す
。
帝
、
位
に
在
り
改
元

す
る
こ
と
参
、
初
平
・
興
平
・
建
安
と
曰
ふ
。
元
年
よ
り
二
十
五
年
に
至
る
ま
で
は
、
則
ち
皆
、
曹
操
の

政
を
為
し
し
時
な
り
。
共
に
参
十
一
年
な
り
。
位
を
禅
っ
て
又
十
四
年
に
し
て
卒
す
。
漢
、
高
祖
元
年
に

王
と
為
り
、
五
年
に
帝
と
為
り
し
よ
り
、
是(

こ
こ)

に
至
り
て
二
十
四
世
、
四
百
二
十
六
年
な
り
。

正
史
『
三
国
志
』
魏
書
・
武
帝
紀
第
一
よ
り

庚
子
、
王
崩
于
洛
陽
。
年
六
十
六
。
遺
令
曰
「
天
下
尚
未
安
定
、
未
得
遵
古
也
。
葬
畢
、
皆
除
服
。
其

将
兵
屯
戍
者
、
皆
不
得
離
屯
部
。
有
司
各
率
乃
職
。
斂
以
時
服
、
無
蔵
金
玉
珍
宝
」
。
諡
曰
武
王
。
二
月

丁
卯
、
葬
高
陵
。

…
…
天
下
、
尚
未
だ
安
定
せ
ず
、
未
だ
古
へ
に
遵
ふ
を
得
ざ
る
な
り
。
葬
畢
れ
ば
皆
、
服
を
除
け
。
其

お
は

の
将
兵
の
屯
戍
す
る
者
は
、
皆
、
屯
部
を
離
る
る
を
得
ざ
れ
。
有
司
は
各
お
の

乃

が
職
を
率
ゐ
よ
。
斂

な
ん
ぢ

は
時
服
を
以
て
し
、
金
玉
珍
宝
を
蔵
す
る
無
か
れ
。
…
…


